
様式第１号 

福祉バス使用許可申請書 

 令和   年   月   日 

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会 会長 様 

 

                申請団体名           

                代表者氏名                 印 

                   

 このことについて、福祉バス利用要綱第２条の規定により、下記のとおり、福祉バスを使

用したいので申請します。 

記 

１．研修名・ 

福祉活動名 

 

２．使用目的 
 

３．使用団体名 

責任者名 

□ 申請団体・代表者と同じ（連絡先はご記入下さい。） 

                      

 

 

連絡先（固定・携帯）     －      － 

４．担当者名 

運行内容が 

分かる方 

 

 

連絡先（固定・携帯）     －      －  

※目的地への道順を明確に案内ができる方 （ 有 ・ 無 ） 

５．使用年月日 
令和     年     月     日 （    ） 

（出発時間    時    分 帰着時間    時    分） 

６．目的地 

行 先 

                                                           

住 所    

                                                      

※施設名等を記入  電話番号    －     － 

※目的地及び付近の地図又はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を必ず添付して下さい。 

７．乗車人員 

      人 

※定員 ２８人 （正座席 ２２ 補助座席 ６） 

※乗車名簿を添付して下さい。 



８．行程表 
 

 行  程 （詳細に記入のこと。） 

 運行時間は、８時３０分社会福祉センター発を起点として、９時００分から１６時３０分（社会福祉センター

着１７時００分）の間で作成してください。※ 行程時間の変更等は、早めにご連絡ください。 

  8:30   9:00       10:00       11:00       12:00 

 

   13:00      14:00      15:00      16:00  16:30  17:00 

 

 

（１）有料道路利用（ 有 ・ 無 ） 

  ※利用する場合は、インターチェンジを記入して下さい。 

往 路（     ＩＣから       ＩＣ ） 

復 路（     ＩＣから       ＩＣ ） 

（２）雨天による行程変更（ 有 ・ 無 ） 

※有りの場合は変更する行程を記載又は添付して下さい。 

（３）同行車輌（ 有 ・ 無 ） 有の場合（                ） 

 

９．その他注意事項 

（１）この申請書は、使用日の２ケ月前から１０日前までに事業総務課担当へ提出してくだ

さい。 

（２）乗車人の定員は２８人です。（１２歳未満の方についても１名とみなします。） 

（３）有料道路料金、駐車場料金等は利用者負担となります。 

（４）運転手は、付添い介護業務等はいたしかねますのでご了承下さい。 

（５）運行後、利用報告書のご記入をお願いしています。 

 

上記の申請について、福祉バス運営実施要綱第 2条に基づき許可してよろしいかお伺いします。 

 

運 転 手 

 

 会長 局長 課長 係長 担当 回   覧 

決

裁 

      



様式第２号 

福祉バス使用に関する誓約書 

 

   年   月   日 
 

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会 会長 様 

 

              申請団体名           

              代表者氏名                   印 

               （利用日       年   月   日） 

 

 福祉バス利用に際して、下記のことについて誓約します。 

 

記 

 

１．運行中は運転手の指示に従い、安全運行に努めます。 

２．天候、災害、バスの故障等、その他やむを得ない事由により、福祉バスを運行すること

が困難であると認められるとき、又は本会が業務遂行上必要とする場合は、利用許可の

取り消し又は変更に従います。 

３．福祉バスの利用者が故意にバスを破損又は汚損した場合は、弁償責任を負います。 

４．福祉バス利用中の事故により生じた損害賠償については、本会が加入している自動車損

害賠償保険の範囲となります。（本会に過失がない場合は除く）また、利用者が本会の

定める規定に違反し、負傷、死亡した場合は、利用者の責任となります。 

５．利用者の厳守事項 

  （１）車内での飲酒・喫煙行為（酒酔い状態での乗車） 

  （２）車内での汚損行為（ゴミはお持ち帰り下さい。） 

  （３）車内での暴力行為 

  （４）許可を受けた目的外使用 

  （５）許可を受けた目的地外への行先の変更 

  （６）第三者への転貸 

６．危険回避の為、やむを得ず急ブレーキ等を行うことがあるため、走行中の立ち上がり座

席の移動等の危険な行為は行わないこと。 

７．平成２０年６月１日から改正道路交通法が施行され、運行時は、シートベルトの着用が

義務付けられました。座席にシートベルトがある方は、必ずシートベルトを着用するこ

と。(療養上又は健康保持上適当でない場合、又は心身の状態により、ベルトを着用す

ることができない場合等を除きます。) 



別紙１－１      福祉バス乗車名簿           

 氏  名 住  所 電話番号 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    



別紙１—２       福祉バス乗車名簿                             

 氏  名 住   所 電話番号 

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

 


